令和7年度　佐々町公式Instagram投稿キャンペーン開催要綱


１　趣旨
　　この要綱は、佐々町公式Instagram投稿キャンペーンの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

２　目的
　　佐々町公式Instagram「＠sazacho_official」で写真投稿型のキャンペーンを実施するこ
とで佐々町の更なる魅力を対外的に発信する。

３　テーマ
　　佐々町内で撮影された、町の風景・人・モノなど、佐々町の魅力を収めた写真

４　応募方法
1 Instagramで「@sazacho_official」をフォローする
2 佐々町に関連する写真を撮影する
※合成など著しい加工の施された写真、組み写真は不可
　⑶ 概要欄に応募指定ハッシュタグ『＃佐々のまいにち』と撮影場所、コメント（おおむね30文字以内）を入力して写真を投稿する
　　 ※過去に投稿したものにハッシュタグを追加したものの応募は無効となります。

５　応募（投稿）期間
　　令和7年12月1日～令和8年1月31日

６　応募条件
　　・佐々町公式Instagramアカウント「@sazacho_official」をフォローしていること
　　・応募するアカウントが公開設定になっていること
　　・商品の届け先が日本国内であること
　　・応募する写真は、佐々町で撮影した写真であること
　　・被写体に人物が含まれる場合は、本人の了承を得ること
　　　※18歳未満の方は保護者の同意を得たうえで応募すること。18歳未満の方が応募された場合は、保護者の同意を得たうえで応募されたものとみなす。
　　・複数の写真を1つの投稿に掲載した場合は、1枚目の写真を応募作品とみなす
　　・他のフォトコンテスト等で入賞した作品ではないこと
　　・撮影時期はおおむね1年以内
　　・Instagramのメッセージ機能が使えること
　　（当選者には佐々町公式アカウントから、ダイレクトメッセージで連絡するため）
　　・一人何回でも応募可能

７　投稿作品の二次利用
　　　応募作品の著作権は応募者に帰属するが、使用権は佐々町に帰属し、応募作品は町のPRのために様々なものに活用する場合がある。
　　　また、使用する際は投稿者からの承諾を得ることなく、無償で複製、加工、編集、二次的著作物の作成、SNS、ホームページ等に利用する場合がある。二次利用を承諾いただける方のみ応募すること。
　　※応募（投稿）があった時点で、本キャンペーンの広報活動や、町の広報のために作成するチラシやポスターなどに、応募作品を利用することに対して同意があったものとする。

８　注意事項
1 このキャンペーンの応募に必要な費用は、応募（投稿）者の負担とする。
2 投稿写真の撮影にあたっては、第三者の肖像権、著作権そのほかの諸権利を侵害することのないように周知する。
3 第三者と紛争（Instagramやその他のSNSでの投稿内容やそれに関わるトラブル）が生じた際は、応募（投稿）者自身の責任と費用負担によって解決することとし、町は一切責任を負わない。
4 投稿写真は、応募（投稿）者本人が撮影し、すべての著作権を有しているものに限る。他者の作品の投稿は無効とする。
5 下記の内容にあてはまる投稿は禁止する。また、町が下記の内容にあてはまると判断した場合は、審査対象外とする。
・第三者の著作権、肖像権その他の諸権利を侵害するもの
・他の印刷物、展覧会などで使用されているもの
・立入禁止、撮影禁止場所で撮影したもの
・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為にあたるもの
・個人、企業、団体または第三者を誹謗中傷したり、プライバシーを侵害するもの
・他の個人、企業、団体等になりすましたもの
・本コンテストの適正な運営を妨げるもの
・Instagramの利用規約・法令に違反、または違反するおそれのあるもの
・その他、町が不適切と判断するもの
※募集要綱は予告なく変更する場合があります。

９　当選作品
　　5作品　
景品は佐々町の特産品4,000円相当

10　審査手順、結果の発送
　　・事務局による審査のうえ、計5作品を選出する
　　　選考基準、選考の過程、結果に関するお問い合わせには一切回答いたしません。
　　・当選者には、2月中旬に佐々町公式アカウントからInstagramダイレクトメッセージで連絡します。メッセージ送信後、7日以内に返信してください。
　　　また、応募作品のオリジナルデータの提供をお願いします。期間内に返信がない場合及びオリジナルデータを提供していただけない場合は、当選の権利を無効とします。
　　・当選者には、景品の準備が整い次第発送します。
住所の不備で景品が届かない場合などは、受け取り辞退とみなします。
ご注意ください。
　　・令和8年2月中旬に佐々町ホームページ、佐々町公式Instagramで発表、広報（4月号）に掲載する予定です。

11　主催・お問い合わせ先
　　佐々町　企画商工課
　　〒857-0392　長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2
　　電話：0956-62-2101　FAX：0956-62-3178
　　メールアドレス：kikaku@town.saza.lg.jp











